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（ 開会時刻  １０時００分 ） 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

 朝のあいさつをします。おはようございます。 

 ただいまから平成20年第９回葛巻町議会定例会を開会します。 

 ただいまの出席議員は10名です。定足数に達していますので会議は成立しました。 

これから今日の会議を開きます。 

今日の議事日程は、あらかじめお手元に配付しているとおりです。 

日程に入るに先立ち諸報告をします。 

例月現金出納検査の報告書が監査委員から提出されていますので、その写しをお手元

に配付しています。ご参照願います。 

次に陳情第３号、陳情第４号および陳情第５号の町税条例の改正についての陳情につ

いて、陳情第６号、介護保険制度の改善を求める陳情書については、議会運営委員会で

の協議の結果を踏まえ、議員配付の扱いとします。 

以上で諸報告を終わります。 

これから今日の議事日程に入ります。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第119条の規定により、議長から、１番、柴

田勇雄君、４番、小谷地喜代治君を指名します。 

次に日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

本定例会の会期について、12 月１日に本定例会の招集に当たり議会運営委員会が開

かれております。その協議結果について、議会運営委員長の報告を求めます。議会運営

委員長、姉帯春治君。 

     

議会運営委員長（ 姉帯春治君 ） 

議長の指名がありましたので、議会運営委員会の会議結果について報告します。 

12月１日午後１時30分から議会運営委員会を開催し、本定例会の会期、議事日程等

について協議しました。その結果、会期は本日12月 10日から15日までの６日間とし、

会期内の日程は議長がお手元にお示ししている日程のとおりです。議員各位のご協力を

お願い申し上げまして、報告を終わります。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

これで議会運営委員長の報告を終わります。 

お諮りします。本定例会の会期は、ただいま議会運営委員長の報告のとおり、本日

10日から12月 15日までの６日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

したがって、会期は本日から12月 15日までの６日間と決定しました。 

なお会期中の会議予定につきましては、お手元に配付しました会期日程案のとおりで
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す。ご承知願います。 

次に日程第３、請願第４号、教育予算の拡充、教職員定数の改善を求める請願および

日程第４、請願第５号、義務教育費国庫負担制度堅持及び負担割合二分の一復元を求め

る請願については、９月定例会において輝くふるさと常任委員会へ審査を付託し、閉会

中の継続審査としておりましたので、その審査結果について輝くふるさと常任委員長の

報告を求めます。輝くふるさと常任委員長、高宮一明君。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 高宮一明君 ） 

輝くふるさと常任委員会の審査結果について報告します。 

本委員会に付託された請願は、審査の結果次のとおり決定したので葛巻町議会会議規

則第94条第１項の規定により報告します。 

配付しております輝くふるさと常任委員会請願審査結果報告書をご覧いただきたい

と思います。 

請願第４号、教育予算の拡充、教職員定数の改善を求める請願、審査の結果、賛成全

員をもって採択すべきものと決定しました。請願第５号、義務教育費国庫負担制度堅持

及び負担割合二分の一復元を求める請願、審査の結果、賛成全員をもって採択すべきも

のと決定しました。輝くふるさと常任委員会では、以上のとおり決定したので報告しま

す。平成20年12月 10日、議長、中崎和久殿。輝くふるさと常任委員会委員長、高宮

一明。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

輝くふるさと常任委員長の報告が終わりました。 

お諮りします。請願第４号および請願第５号は、輝くふるさと常任委員会で質疑を行

っていますので、質疑、討論を省略し、採決に移りたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これより請願第４号を採決します。 

輝くふるさと常任委員会審査報告書をご覧願います。 

この採決は起立によって行います。日程第３、請願第４号、教育予算の拡充、教職員

定数の改善を求める請願について、委員長の報告は賛成全員をもって採択すべきであり

ます。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、請願第４号は委員長報告のとおり採択と決定しました。 

次に日程第４、請願第５号、義務教育費国庫負担制度堅持及び負担割合二分の一復元

を求める請願について、委員長の報告は賛成全員をもって採択すべきであります。委員

長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 
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起立全員です。 

したがって、請願第５号は委員長報告のとおり採択と決定しました。 

次に日程第５、請願第６号、公契約法制定など、公共工事における建設労働者の適正

な労働条件の確保に関する請願については、議会運営委員会の協議を踏まえ、輝くふる

さと常任委員会に調査を付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

したがって、請願第６号、公契約法制定など、公共工事における建設労働者の適正な

労働条件の確保に関する請願については、輝くふるさと常任委員会に審査を付託するこ

とに決定しました。 

お諮りします。ただいま輝くふるさと常任委員会に付託しました請願第６号について

は、議会運営委員会の協議を踏まえ閉会中継続調査とし、３月定例会本会議で委員長の

報告を求めたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

したがって、請願第６号は閉会中の継続審査とし、３月定例会本会議で委員長の報告

を求めることに決定しました。 

次に日程第６、議案第１号、平成20年度葛巻町一般会計補正予算（第３号）から、

日程第 16、議案第 11 号、財産の取得に関し議決を求めることについてまでの 11 議案

を一括議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第１号から議案第11号までの11議案を一括議題とすることに決定

しました。 

順次、提案理由の説明を求めます。総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 野頭諭君 ） 

（ 議案書説明 ） 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

これで提案理由の説明を終わります。 

お諮りします。議案第１号から議案第11号までの11議案については、輝くふるさと

常任委員会に付託のうえ審査することとしたいと思います。これにご異議ありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第１号から議案第11号までの11議案の審査については、輝くふる

さと常任委員会に審査を付託することに決定しました。 

お諮りします。ただいま輝くふるさと常任委員会に付託しました議案第１号から議案
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第 11 号までについて、今会期中に審査を終え、12 月 15 日の 終本会議で委員長の報

告を求めたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第１号から議案第 11 号までについては、12 月 15 日の 終本会議

で委員長の報告を求めることに決定しました。 

なお、議案第１号から議案第11号までの審査は、12月 11日午前10時から行います

ので、ご承知願います。 

ここで11時まで休憩します。 

 

（ 休憩時刻 １０時４７分 ） 

（ 再開時刻 １１時００分 ） 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

休憩前に引き続き会議を再開します。 

日程第17、一般質問を行います。 

今回の定例会には３名の議員から一般質問の通告がありました。 

なお、一般質問に係る時間は、質疑、答弁を含めて１時間以内に制限していますので、

ご承知願います。 

制限時間の経過につきましては、制限時間５分前に鈴を１鈴、制限時間になった時点

で２鈴を鳴らします。制限時間を超えての質疑、あるいは答弁は、特に許可した場合の

みとします。 

それでは、通告順に発言を許します。質問、答弁とも簡潔、明快にお願いします。 

初に２番、鈴木満君。 

 

２番（ 鈴木満君 ） 

私は自動体外式除細動器、いわゆるＡＥＤの設置について質問いたします。国内にお

けるＡＥＤの設置は、ここ数年急速に進んでおり、当初は空港や飛行機内、ホテルなど

の公共機関に広く設置され、万一の事態が発生した際には、その場に居合わせた人が自

由に使えるようになっております。かつて国内では一部でしか使用が認められていなか

ったわけでありますが、平成15年になって、ようやく救急救命隊に使用が認められ、

平成16年には一般住民にも使えるようになりました。 

国内において、数万人の方々が心臓突然死で亡くなっていると言われておりますが、

その多くは心室細動という不整脈によるものとされています。心室細動の場合、一刻も

早く電気的除細動を施行することが必要とされており、救急車の到着前にＡＥＤを使用

した場合、救急隊員や医師が駆けつけてからＡＥＤを使用するよりも、救命率が数倍も

高いということが明らかになっております。こうしたことから、ＡＥＤを多数設置する

とともに、１人でも多くの方々にＡＥＤに関する知識を有することが非常に重要である

と考えます。以上のこと等を踏まえ、次の３点についてお伺いいたします。１点目は町
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内の小、中、高校への設置状況はどうなっているか。２点目は他の施設の状況は。３点

目は今後の設置予定は、どのように考えているのか。以上３点についてお伺いしたいと

思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

町長。 

 

町長（ 鈴木重男君 ） 

それでは、ただいまの鈴木満議員のご質問に対し、お答えをいたします。 

自動体外式除細動器、いわゆるＡＥＤの設置等に関するご質問にお答えをいたしま

す。日本においては、年間５万から７万人の方が心臓突然死で亡くなっていると言われ

ておりますが、その多くは心臓の筋肉がけいれんをし、ポンプとして血液を送り出せな

くなる心室細動という不整脈によるものとされております。心室細動が発生してから命

が助かる率は、１分経過するごとに約10パーセントずつ低下すると言われております。

これに対する治療法で、現在 も有効的とされているのが電気ショックを与え、細動を

取り除くことができる自動体外式除細動器、いわゆるＡＥＤを用いた心肺蘇生法と言わ

れております。平成16年７月から一般の方々の使用が認められて以来、人が多く集ま

る公共施設等での設置が全国的に増えております。 

ちなみに岩手県内における設置状況でありますが、県医療国保課の資料によります

と、本年９月現在、35 市町村の設置箇所数 372 か所、設置台数 495 台となっておりま

す。 

本町における設置状況ですが、小、中、高校につきましては、葛巻高校に１台のみの

設置となっております。次に、その他の施設の設置状況でございますが、総合センター、

社会体育館、グリーンテージくずまき、プラトー、葛巻病院、葛巻分署、高砂荘、西島

医院、アットホームくずまきの９か所に10台の設置を確認いたしております。また、

今後の設置予定についてでありますが、町としましても町民の皆様が安心して暮らすこ

とができる保健医療の環境整備を進めるうえで、ＡＥＤの設置とその普及は有効かつ必

要な対策と考えております。今後関係機関との連携を図りながら、学校施設を中心に設

置を進めてまいりたい、そのように考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

鈴木満君。 

 

２番（ 鈴木満君 ） 

学校設置の施設では葛巻高校のみということでございますが、どうして小学校、中学

校にも設置しなかったのか。その理由をお聞きしたいと思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

教育次長。 
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教育委員会教育次長（ 近藤勝義君 ） 

基本的には財政的なことになってしまいますが、必要なことは重々認識をしておりま

す。ただ、日頃から学校には養護教諭もおりますし、そういった心肺蘇生法等の対応も、

しっかりと研修等も学んでおりますので、これから必要なものとして整備をしていかな

ければなりませんが、そういった対策をとりながら進めてきたというのが現状でありま

す。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

鈴木満君。 

 

２番（ 鈴木満君 ） 

今町長の答弁で35市町村の台数をお聞きしましたけども、非常に対応が我が町は遅

いのではないかというふうに私は思いますけども、積極的に小学校、中学校に設置して

いただくというわけでございますけども、今後どのように進めていくのか。その方向性

などをお聞きしたいと思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

教育次長。 

 

教育委員会教育次長（ 近藤勝義君 ） 

ＡＥＤの設置につきまして、私どもでお答えできる部分は学校施設、あるいは社会体

育館だとか、社会体育施設になろうかなというふうに思います。その中で、先ほども町

長からご答弁申し上げましたが、16 年７月から誰でも使えるようになった。そのこと

を受けまして総合センターであったり、社会体育館、運動公園のそばにはグリーンテー

ジがありますが、グリーンテージにも設置しております。また、比較的たくさんの人た

ちが集まって行事をするプラトーにも設置してあります。そういった意味では、社会教

育を通じての様々な人たちが集まる場所には設置をしているのかなというふうに思っ

ております。また、葛巻小、中学校につきましては、町立病院がすぐそばにあったり、

総合センターが近かったり、そういうふうな利点もありますので、当面考えていかなけ

ればならないのは、それぞれの地域に置いていないような学校、吉ヶ沢、小屋瀬といっ

た周りにそういった施設がなく、そばに設置がないと、そういう学校については優先的

に設置をしていかなければならないだろうというふうに考えております。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

鈴木満君。 

 

２番（ 鈴木満君 ） 

今次長からの答弁で、様々なイベントとか人が集まる場所、またスポーツ関係等の行
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事等、そういう集まる場所には今後そういうのが、ぜひ必要だと思いますし、これまで

そういう人が集まる場所、イベント等には、そういうＡＥＤの貸し出しというのはして

おったのか。その対応はどうだったのか、お聞きしたいと思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

教育次長。 

 

教育委員会教育次長（ 近藤勝義君 ） 

先ほども答弁いたしましたが、たくさんの人たちが集まる場所には、実際に設置がし

てあります。心配されるのはどちらかといいますと、ない、野外の活動、例えば登山で

あったり、キャンプであったり、野外の活動なんかが心配されるところですが、そうい

ったものに対する貸し出しという実例は、まだございません。もちろん必要性も分かり

ますが、そういった野外の活動については、当然機械を用いたものだけではなく、心肺

蘇生法等をしっかり学んだ人たちの対応であったり、まず、できる対策をとってやって

いただくというふうな基本で考えておりますので、私が調査した部分といいますか、こ

れまで認識する中では貸し出しということは行っておりません。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

鈴木満君。 

 

２番（ 鈴木満君 ） 

今後この設置に向けて町内の企業、団体への要請なり、寄贈等の考えはどうなのか、

お聞きしたいと思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

教育次長。 

 

教育委員会教育次長（ 近藤勝義君 ） 

これまでの実績という部分につきまして、総合センターにつきましては社会福祉協議

会が日本赤十字社から寄贈を受けたものを総合センターに設置をしております。また、

19年度に葛巻ライオンズクラブさんが創立40周年を迎えたと、その記念に３台寄贈を

いただきまして、それを社会体育館、グリーンテージ、プラトーに設置をしております。

そういった依頼もしていきますが、全体的な部分については町当局の方から答弁される

と思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 
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それではお答え申し上げます。今町長からも答弁申し上げましたように、小、中学校

の部分が大変、この対策が遅れておるわけでございますが、それから今教育委員会の方

からもご答弁申し上げましたとおりでございますが、これにつきましては緊急に対応さ

せていただきたいと、このように思っておりますし、そしてまた、それ以外の施設等に

おいても、多くの方々が集まるような施設といいますか、そういうところにも順次その

整備を図ってまいりたいと、このように思っております。そういう中に皆様方からの、

何ていいますか、設置の要請といいますか、併せていろいろ検討させていただきたいと、

このように思っておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

鈴木満君。 

 

２番（ 鈴木満君 ） 

今次長からの答弁で社会福祉協議会からもということでありましたけれども、やはり

私は町と社会福祉協議会が、もっと手を組むといいますか、もっともっと連携して、そ

ういう要請等をしていった方が町民も理解するのではないか。理解が高まるのではない

かというふうに思いますが、この連携については、さらなる要望等をしていただきたい

と思いますけども、町として、そのことについてもう一度お聞きしたいと思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

社会福祉協議会との連携ということでございますが、これにつきましては町民からの

福祉基金ということで、その活用等につきましても、社会福祉協議会としてもいろいろ

検討していただいておるところでございます。そしてまた、今回ぬくもり助成事業とい

うことで、12 月の今回の補正にもご提案を申し上げておるところでございますが、こ

れにつきましても今回は緊急な、その対策といたしまして、原油の高騰等、灯油、燃料

の高騰等の影響が様々な分野に影響している、諸物価に影響していると、そういったふ

うなこと等もございまして、今回もその助成を進めていくことにしておりますが、この

際にも社会福祉協議会ともいろいろ協議をいたしまして、社会福祉協議会としても、町

の方からは１世帯当たり6,000円ということで、今回の予算を提案しているわけでござ

いますが、社会福祉協議会の方といたしましても2,000円ほどの支援をしていくべく方

向に今あるということを伺っておりますので、そういう喫緊の課題等にも一緒に連携し

ながら対応しているところでございます。今後一層今のようなご意見等も踏まえなが

ら、連携を図りながら、その対策を講じてまいりたいと、このように思っているところ

でございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 
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鈴木満君。 

 

２番（ 鈴木満君 ） 

このようにＡＥＤの設置をぜひ進めていってもらいたいと思いますけども、同時に町

民のＡＥＤに対する知識、理解が必要であるというように考えますけども、設置したは

いいが、使い方が分からない、使用法が分からないのでは、これは設置した意味がない

わけでございます。やはり、このことにつきまして講習会等を数多く開催していくべき

だと思いますが、このことについて考えをお聞きしたいと思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 野頭諭君 ） 

ＡＥＤが設置された。しかし十分に使えないという例があっては、不幸な事態になる

ものでございます。これまで町といたしましては葛巻分署と連携しながら、分署におき

まして消防団員、あるいは婦人消防協力隊の隊員等を中心とした心肺蘇生法、あるいは

ＡＥＤ等の講習会等を毎年９月ころ実施してきたところでございます。また、自治会や

婦人会、あるいはＰＴＡなど、さらには企業なども含めながら講習会を開催してくれと

いうふうなＰＲをしながら、これまで取り組んできているところでございます。したが

いまして、今後とも自治会を中心としたＡＥＤに対する知識、あるいは理解を深める運

動、啓もう、講習会を今後さらに拡大しながら進めてまいりたいというふうに考えてご

ざいます。以上でございます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

鈴木満君。 

 

２番（ 鈴木満君 ） 

ぜひ講習会、勉強会を、やはり地域住民の方も一緒になって、数多くの参加を呼びか

けていただいて、実施していただきたいなというように思います。 

ＡＥＤは金額にしますと約300,000円という高額な機器ではございますけども、尊い

命を救うことを考えますと、決して高くないというふうに私は思っております。今後計

画的に設置していただくよう要望いたしまして、私の質問を終わります。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

次に１番、柴田勇雄君。 

 

１番（ 柴田勇雄君 ） 

私からは、次の２項目について質問をいたします。 

初に葛巻病院の経営状況等について伺います。公立病院を取り巻く環境は医師不足
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に加え、相次ぐ診療報酬の引き下げと人件費に圧迫され、全国的にその８割が慢性赤字

経営の実態にあります。同時に開設者である自治体の財政ひっぱくから、今民間病院へ

の転換が進められているとともに入院ベッドの無床、診療所化や大幅縮小化の方向とな

っております。特に中山間地域の町村や過疎地域の赤字自治体病院は、廃止と存続の危

機に立たされるなど、大変苦しい経営を余儀なくされております。 

ご多分に漏れず、独立採算と自立した経営を目指す町立葛巻病院の運営も、また一層

厳しい現実があると思われます。一方、地域の中核病院として住民の生命と健康を守る

使命を担い、地域医療を確保するため、診療の不採算部門を抱えざるを得ない宿命を背

負っております。このような中、葛巻病院では平成14年度から18年度までの第５次病

院事業経営健全化計画を立て、経営改革に取り組み、課題の不良債務を解消するなど一

定の成果を上げることができました。引き続き、平成19年度から21年度までの中期経

営計画を策定し、経営改善に取り組んでおりますが、今年度はその中間年に当たり、そ

の実施状況や見直し施策はどのようになっているでしょうか。お尋ねをいたします。 

ちなみに葛巻病院の経営状況、平成15年度から19年度の５年分を、これまでの決算

資料で調査してみますと、一般病床は現在60床あるわけでございます。その中での主

な関係部分でございますが、この収入面では15年度の１日平均入院患者数が50.5人あ

ったものが19年度の決算では35.7人となっております。したがいまして、１日の平均

入院患者数でも、５年前と比べますとマイナス14.8人になるわけでございます。この

１日の診療収益、１人当たり約17,000円と算出されているようでございますので、仮

にこれを15人とかけますと、１日255,000円の減額になるわけでございます。これを

年間に直しますと 365 日×255,000 円になりますので 93,075,000 円の減収になるとい

うような、簡単な計算でもこのようになろうと思っております。こういったような状況

から、その病床利用率を今度は見てみました。それでは平成15年度では84.2パーセン

トが19年度では59.5パーセントになっております。これもマイナスの24.7パーセン

トで25パーセントになっているというような内容でございます。この病床利用率では、

70 パーセントから 75 パーセントが黒字の分岐点と言われているわけでございますの

で、この入院患者数からいっても、病床利用率からいっても、大変落ち込みが激しいと

いうふうに言わざるを得ないわけでございます。また一方、これらを算定する入院収益

を見てみますと、平成15年度は331,000,000円あったものが平成19年度は256,000,000

円でございますので、これも金額に直しますと74,000,000円ほどの大きな減額になっ

ているわけでございます。こういったようなものが非常に厳しさを増している、私は典

型的なものではないのかなと、このように思っております。やはり病院の収益は入院患

者数で決まってくるといっても、私は過言ではないような感じをいたしております。一

方支出の方では、何といっても職員給与費、これが非常に大きいわけでございます。額

的には平成15年度531,000,000円から19年度は500,000,000円に減って、30,000,000

円の減額にはなってはいるものの、その職員給与比率が大事なわけでございまして、職

員給与費を見てみますと平成15年 72.9パーセントから19年度は70.2パーセント、こ

れも当然2.7パーセント下がっているわけではございますけれども、この職員給与比で

赤字になるか黒字になるかというふうな、非常に大きな職員給与費でございますので、
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そういったような部分で職員給与費は60パーセントが、やはり黒字の分岐点と言われ

ているようでございますが、ただ、この職員給与費については地方公務員法等が適用さ

れる給与体系になってございますので、非常に難しい運営ではないのかなとも拝察され

るわけでございます。このような内容となっておるわけではございますが、その中期経

営計画の達成見通しについてお伺いをいたしたいと思います。 

次に常勤医師の勤務の実態についてお伺いをいたします。公立病院の勤務医の過酷労

働が取り上げられ、それが誘因となり退職し医師不足を招いたり、医師確保がままなら

ないとの報道等があります。現実に県立病院の医師の平均超過勤務は月54時間24分、

このうち厚生労働省の過労死認定基準である100時間を超えている超過勤務は12.3パ

ーセントにのぼると公表されております。葛巻病院でも超過勤務や宿日直勤務が日常的

に行われていると思われますが、常勤医師の勤務実態はどのようになっているでしょう

か。お尋ねいたします。 

次に常勤医師の確保対策について伺います。今全国的に病院の医師不足が深刻化し、

生命と健康に対する住民不安が強まっております。現在医師不足の解消に特効薬がない

と言われる中、特に過疎地域の医師確保は 難関と言われ、医療格差はますます広まる

現実にあります。葛巻病院の常勤医師は現在２名だけとなっており、多忙を極め、診療

負担のみならず体力面、精神面の負担も大きく、さらに健康管理面も憂慮されますが、

常勤医師確保対策をどのように進めておられるのか伺います。 

次に診察までの長い待ち時間の解消について伺います。医療サービス向上の中で重要

な位置付けとなる、診察までの長い待ち時間の問題があります。朝早く自宅を出て葛巻

病院に到着、受付をし、診察を待つことになりますが、いつも外来は込み合うため、診

察までの待ち時間が長く、１日がかりの病院通いとの苦情が寄せられておりますが、そ

の解消方法をどのように考えておられるでしょうか。また、これまで診察の予約制を実

施しているとの議会答弁もありましたが、今はどうなっているでしょうか。お尋ねをい

たします。 

次に町内介護施設への入所待機者の現状と、その対応について伺います。介護保険が

平成12年度にスタートし、今年度で９年目を迎え、３年ごとに介護保険料や介護施設

への入所見込み等の見直し検討をする介護保険事業計画は、第４期の計画を今年度中に

策定することになっております。この計画は盛岡北部行政事務組合が作ることになりま

すが、その正確な基礎データは当然に構成する当該自治体が把握しておかなければなら

ない責務がございます。当町の高齢化率、10月末で36.5パーセント、2,863人、後期

高齢化率 19.7 パーセント、1,544 人となっておりますが、町内介護施設への入所待機

者の実態をどのように把握されているでしょうか。また、待機者のサービスをどのよう

なフォローをしていく考えなのかお尋ねをいたします。また、当町の高齢者人口、高齢

化率の進行状況や待機者の状況からして、介護施設整備のあり方の考えについてお伺い

をいたします。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

町長。 
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町長（ 鈴木重男君 ） 

ただいまの柴田議員の質問でございますが、１件目の葛巻病院の経営状況等について

のご質問にお答えをいたします。 

１点目の病院経営の現状と今後の経営計画についてのお尋ねであります。今年度の経

営の状況につきましては10月末までの状況をご説明申し上げます。診療科および病床

数につきましては昨年度と同様でございます。内科、外科、小児科、産婦人科および眼

科の五つの診療科と一般病床60床、介護病床18床の合計78病床により診療に当たっ

ております。 

まず患者数の状況でございますが、一般病床の入院患者数が7,891人で、昨年度に比

べまして 191 人、率で 2.4 パーセントの減。療養病床の入院患者数が 3,779 人で同比

35人 0.9パーセントの増、外来患者数が23,843人で同比913人 3.7パーセントの減と

なっております。この患者数を１日当たりで見ますと、一般病床が36.9人で昨年度比

0.9 人の減、介護病床が 17.7 人で同比0.2 人の増、外来患者数 162.2 人で同比 7.4 人

の減となっております。なお入院患者数による病床利用率は、一般病床が61.5パーセ

ント、介護病床が98.1パーセントとなり、昨年度に比べ一般病床が1.4ポイント減少、

介護病床が１ポイント増加いたしております。 

次に収支の状況についてでございますが、医業収益が 367,494,000 円で、昨年度比

16,071,000円 4.2パーセントの減、医業外収益が37,543,000円で、同比2,436,000円

6.1 パーセントの増となります。総収益 405,038,000 円で、同比 18,508,000 円 4.4 パ

ーセント減となっております。一方医業費用は410,068,000円で、昨年度比21,282,000

円 4.9パーセントの減、医業外費用が1,843,000円で、同比356,000円 16.2パーセン

トの減となります。総費用は412,871,000円で、同比23,254,000円 5.3パーセントの

減となっております。この結果、医業損益は42,574,000円の損失でありますが、昨年

度に比べ 5,210,000 円改善し、純損益も 7,833,000 円の損失でありますが、同比

4,746,000円の改善となっておるところでございます。 

下半期に入りまして、インフルエンザ等の流行等により患者動向の予測できない部分

もあるわけでございますが、現時点での決算見込み収支は減少基調ながらも、昨年度と

ほぼ同様な流れにございまして、医業収支におきまして若干の改善が図れるものと見込

んでおるところでございます。また、今後の経営計画につきましては、平成19年３月

に19年度から21年度の３か年を期間といたしまして策定いたしました、中期経営計画

により運営目標を示しながら事業を進めてまいります。昨年末国から示されました公立

病院改革ガイドライン等を踏まえ、現在の中期経営計画を元にさらに検討を加え、21

年度から23年度を対象期間とした公立病院改革プランを策定し、その運営に当たるこ

とといたしております。 

２点目の常勤医師の勤務の実態についてお答えをいたします。現在の医師の充足状況

についてご説明いたします。患者数から見た医師の標準数は6.27人に対し、常勤医師

２人に岩手医大、県立中央病院および岩手愛児会などからの応援の非常勤医師を時間数

に換算いたしまして加えた医師数は5.65人となっております。標準数に対する不足数
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は 0.62人でございます。充足率は90.01パーセントとなっております。 

この内訳でございますが、内科、外科の常勤医師各１人に岩手医大、県立中央病院お

よび岩手愛児会からの外来診療への応援のうち毎週が８人、隔週が１人、月１回が１人

となっております。このほか平日の宿直に毎月曜日、火曜日、木曜日および隔週水曜日

に１人、土日の日当直に月平均４人が交替で当たっていただく応援体制となっておりま

す。 

常勤医師の宿日直の状況でございますが、平日の宿直が月平均3.6回、土日の日当直

が月平均2.3回となっております。常勤医師が２人となった昨年10月以降、県立中央

病院などからのさらなる応援をいただきながら診療体制を維持しておりますが、常勤医

師の負担は大きく、常勤医師の健康保持のため、宿日直以外の時間外においては原則呼

び出しをしない。そういう体制をとってございます。水曜日の午後の外来診療を休診と

させていただいておるところでございます。 

３点目の常勤医師の確保対策についてでございますが、勤務実態の説明と重なるわけ

でございますが、患者数から見た医師の必要数が６人強の中で、常勤医師２人に県立中

央病院を始め岩手医大、岩手愛児会などからの多くの応援を得ながら90パーセントの

充足率により診療を維持しておるところであります。患者さんを始め広く町民が安心感

を持てる医療の提供には、常勤医師の確保が極めて重要な課題であると認識をいたして

おります。このことは経営の健全化に向けましても不可欠であるというふうに思うもの

であります。 近連日マスコミで報道されておりますとおり、医師不足は年々深刻化す

る全国的な課題をなっております。医師確保はますます厳しさを増しておる現実であり

ます。このような状況の中ですが、全国自治体病院協議会、岩手県および岩手県国保連

等を始め多くの関係者の支援を得ながら、できうる手立てを駆使し情報収集や交渉に当

たってまいりました。しかし現時点におきましては赴任いただける医師を確保できない

でおります。取り巻く状況は厳しいものがございますが、その確保に向けあらゆる機会

を捉えながら 善を尽くしてまいりたい、そのように考えております。 

４点目の診察の長い待ち時間の解消についてお答えをいたします。今年これまでの外

来患者数は１日平均162.2人となっております。昨年度の１日平均167.7人から１日当

たり５人弱の減少となっておりますが、毎日相当数の受診がございます。内科につきま

しては１日平均94.9人で昨年度の103.8人からは９人弱の減となっております。これ

は症状の安定している方の投薬期間をできるだけ長期化することなどによるものと見

込まれております。今年度から診療時間をおおむね５分以上とするような、充実化に向

けた診療報酬加算等の制度も設けられましたことから、患者数は減少しても１日当たり

の診療時間の減少につながらない状況にございます。 

待ち時間の短縮のため、以前予約制を実施した時期もございました。少ない医師が対

応する状況では機能できない部分も多く、現在は実施しておらないものであります。病

院に近い患者さんから午後の診療に回っていただくように誘導し、１日の患者数の約

30 パーセントの方々が午後の診療に回っていただいております。しかし午前のみの診

療科もございまして、相当の時間をお待ちいただく状況にあります。特に通院バスでの

患者さんの待ち時間が長くなっておりまして、帰りのバスに遅れることも時としてあ
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り、その際は葛巻病院でお送りしております。この待ち時間解消に大きく貢献できるの

は常勤医師の確保でございます。先ほども申し上げましたが、その確保には 大限の努

力を尽くしてまいりますが、当面の対応として、時間の許す患者さんから診療時間や診

療日を調整していただくなど、受診の平準化の推進や通院バスの調整等についても検討

をしてまいりたい、そのように思います。 

２件目の町内介護施設への入所待機者の状況とその対応についてお答えをいたしま

す。ご案内のとおり介護保険制度は要介護高齢者の増加や介護期間の長期化、さらに介

護する家族の高齢化などに対処するため、社会全体で支え合う仕組みを導入して、平成

12 年度に創設をされました。高齢者の自立を支援し、利用者が自ら選択して多様な保

健福祉サービスを総合的に受けられる、給付と負担が明確化された社会保険制度であり

ます。本町は制度発足時から八幡平市および岩手町とともに盛岡北部事務組合を保険者

として介護保険を運営してまいりました。この間介護保険は老後の生活を支える制度と

して定着をしてきました。しかし一方で高齢化の進行や制度の拡大とともに給付費用が

年々増加し、現行制度のままでは保険料の大幅な上昇が見込まれるなど、制度の持続可

能が大きな課題となったことから、平成18年４月改正介護保険法が施行されました。

予防重視型システムへの転換、施設給付の見直しおよび新たなサービス体系の確立など

がその柱であります。18 年度から３か年の第３期介護保険計画に反映され、現在に至

っております。 

このような制度の経過と現状の中、ご質問の介護施設への入所待機者の状況でござい

ますが、本年11月１日現在次のとおりとなっております。特別養護老人ホーム高砂荘

は、定員55人に対しまして申込者数は120人となっておりますが、事業所所見や他施

設への重複者を除いた待機者は49人であります。また、定員75人の介護老人施設アッ

トホームには３人が、介護療養型医療施設の葛巻病院には18人に対して８人がそれぞ

れ待機している状況であります。 

これら待機者の解消策のひとつとして、施設整備等サービス量の拡大があげられるわ

けであります。現在平成21年度から３か年の第４期介護保険計画を策定中でございま

すが、特養、老健など指定介護保険施設の増床は、そのまま介護保険料の増額につなが

ることから、サービスの量と被保険者負担とのバランスをどうとるか。併せて国が示す

参酌標準の範囲での施設整備という目標もあることから、住民の皆様の理解を得られる

よう慎重に進めているところでございます。いずれ被保険者が要介護状態となった場合

においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるように配慮されなければならないという、介護保険法の趣旨に沿って

運営してまいりたい、そのように考えるものであります。どうぞご理解を賜りたいと存

じます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

柴田勇雄君。 

 

１番（ 柴田勇雄君 ） 
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まず経営状況の方でお伺いをいたしたいと思いますが、昨年度並みというふうな答弁

でございましたけれども、昨年度並みというふうな形になりますと、この今の計画と対

比いたしますと、大体今年度末どのような予測になるでしょうか。それからまた19年

度分、前年度分と比べた場合は、その計画はどのような形になるでしょうか。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

病院事務局長。 

 

病院事務局長（ 鳩岡修君 ） 

平成19年３月に策定されてございます中期経営計画でございますが、19年度から21

年度まで３か年の計画期間をもってございまして、第４次行政改革大綱と期間が重なる

計画でございます。 

この状況につきましてご説明申し上げます。19 年度の状況につきましては決算が出

てございますので、この示しました計画について、主要な部分についてご説明申し上げ

ます。まず患者の部分でございますが、先ほど議員からもお話がありましたのですが、

19年度においては計画が21,000人でございますが、21,000人という計画に対しまして

19,496人ということで、1,504人の減でございます。１日平均にしますと２人の減とい

う状態になってございます。外来につきましては計画が42,000人に対しまして41,085

人ということで915人の減、１日当たりにしますと４人の減というような数字になって

ございます。それを受けました収支の部分につきましては、収益的収入の分の総計でご

ざいますが835,783,000円という計画に対しまして、実績で799,261,000円となってご

ざいまして36,522,000円、比較で95.6パーセントというような収入になってございま

す。支出が 835,783,000 円、同額の計画になってございまして、実績で 790,308,000

円になりまして、比較で94.6パーセントとなってございます。収入、支出とも検証し

たという、患者数の減少もございますが、金額でも減少したという状態になってござい

まして、経常損益を見込まない、ゼロの計画を作っておりましたのですが、これが

8,953,000円の収益、損益では収益をみたというような結果になってございます。起債

等の計画につきましても、計画よりは３割ぐらい、72.7 パーセントというような実績

になってございます。比率的な部分で申し上げますと、医業収支比率が83.8というよ

うな目標に対して、実績で 80.4 パーセント、3.4 パーセントの減となりまして、経常

収支比率が収支ゼロでしたので、100パーセントという計画に対しまして100.7パーセ

ントということで、0.7パーセントの増という結果になってございまして、給与比率が

68.7パーセントの目標に対しまして、実績で70.2パーセントということで1.5パーセ

ントの増というような結果になってございます。定員につきましては予定どおり48に

対して48というような状況になってございます。主要な部分につきましてはそのよう

な形、20 年度も同じような推移で、減少傾向にあるというようことで、収支とも減少

の状態、先ほど数字につきましてはお話申し上げましたのですが、減少の傾向にあると

いう部分で、ただ経常損益は11,824,000円というような黒字見込みになってございま

す。おおむねこのような数字に、結果的に収支での数字はこのような形になろうかなと、
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今の状態での見込みをもってございます。 

あと来年度までの計画になってございますが、公立病院改革プランの策定が今年求め

られておりまして、この部分につきましては21年度から23年度までの期間というふう

なことになってございますので、中期計画を元にさらに期間を延長するというような形

での計画の見直しを進めております。この部分については国によりますガイドラインが

示されておりますので、その中で検討されるべき項目等につきましても示されてござい

まして、この主な項目としましては、経営の効率化というような部分、あるいは先ほど

県で指針が示されておりますけれども、再編のネットワーク化、あるいは経営の見直し

というような部分についても検討を加えるというようなことが求められておりますの

で、それらについて検討を加え、23 年度に向けた計画を策定しながら事業の推進に当

たってまいりたいというふうに考えてございます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

柴田勇雄君。 

 

１番（ 柴田勇雄君 ） 

この中期の財政収支計画と比較いたしましても、厳しいというふうに私は認識をいた

しました。この収支計画にいたしましても、これまでの数値に到達しなければ、なかな

か健全化には向かっていかないであろうというふうな認識でよろしいでしょうか。私は

そのように思っているのですが、町当局ではどのような認識でこの数値を見ているの

か。 

それからまた、現在内科、外科、小児科、産婦人科、眼科、５科あるというふうに先

ほど説明をいただきました。この中で地域になくてはならない、いわゆる不採算部門で

すね、こういったような部門についてはある程度、少しぐらいは黒字にならなくてもや

むを得ない部分が私はあるのではないのかなというように思っております。その辺のこ

とについては病院側よりは、むしろ町行政の側の方から、こういったような不採算部門

の、赤字部門については、どのような対応をしていくべきと考えているのか。そのとこ

ろをお尋ねいたしたいと思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

病院事務局長。 

 

病院事務局長（ 鳩岡修君 ） 

今中期計画の実績の部分ご説明申し上げましたのですが、たしかに減少傾向、患者数

に伴う減少と相関した形で収入についても減少しているというように捉えておりまし

て、そういう部分では収入が減少する部分について、支出についても抑制するというよ

うな形で、３か年の計画の部分での損益については、より計画に近い形にもっていこう

というような体制をとってございます。 

不採算部門につきましては公営企業の部分、それぞれ公営企業、病院に限らず不採算
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を抱えている部分がございまして、これについては繰り出しの基準について指針が示さ

れてございまして、これを原則とした形での経営に当たるという部分を基本にすべきと

いうふうに考えてございます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

柴田勇雄君。 

 

１番（ 柴田勇雄君 ） 

今行政当局の方でも手が挙がっていますが、ここの部分ですね、非常に大事なところ

ではないのかなと思います。それで、この収支計画がうまくいかなければ、やはり経営

がうまく成り立たないというふうなことで、それが、ずっとまた医師確保の対策とか、

いろいろなものにも波及してくるわけでございますので、この不採算部門、その基準の

繰り入れだけで間に合うのであれば、私は何の心配もしておりません。その間に合わな

いところに、私はいろいろな形で経営が悪化していくというふうに認識しておりますの

で、この部分については町行政の方からご答弁をいただきたいと思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

それではお答え申し上げます。今の病院会計に対する繰り出し基準等も含めて事務局

長の方からもお答え申し上げたところでございますが、基本的な考え方を先ほど申し上

げたわけでございますが、繰り出し基準のルールを原則としながら収支のバランスがと

れるような健全経営といいますか、これを目指していくことが基本であると、このよう

に思っております。しかし、今おっしゃいますように状況が大変大きく変化してきてお

ります。そういう中にも葛巻病院の地域医療の果たす役割といいますか、これは町内の

開業医、あるいは保健福祉施設との連携も図りながら、地域医療をしっかりと支えてい

かなければならない、そういうかかりつけ医院的な病院の役割というのは大変大きくな

ってきていると、このようにも思っておるところでございます。そういう役割を担うべ

く病院を考えながら、先ほどもお話ありましたがルール以外といいますか、基準以外の

支援という部分も含めて、これにつきましては一般会計との財政のバランスというもの

もあるわけでございますが、ルール以外にも繰り入れながら、累積欠損等も解消しなが

ら健全化に努めてまいりたいと、このように思っておりますし、これまでも平成14年

に累積欠損、未処理欠損額が 760,000,000 円ほどあったわけでございますが、19 年度

には５年間の一般会計の繰り入れ、あるいは第５次の健全化という計画を立てながら取

り組みまして、現在は580,000,000円ほどに減少もしてきているわけでございますが、

一層そういうルール以外の部分も含めて対策を講じながら、この累積欠損額の解消にも

努めながら健全化に一層努めてまいりたいと、このように考えているものでございま

す。 
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議長（ 中崎和久君 ） 

柴田勇雄君。 

 

１番（ 柴田勇雄君 ） 

その辺のバランスがすごく大事ではないのかなと思いますので、この現在５科あるう

ちで、この中で現在黒字となっている診療科はどことどこになっておりますか。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

病院事務局長。 

 

病院事務局長（ 鳩岡修君 ） 

それぞれの診療科の部分について、細部にわたりまして収支を積算していない部分で

ございますので、正確に申し上げることはできかねますけども、患者数から見た場合に

内科と外科については相当数の患者数、入院も含めてでございますが、あと日にちが短

いにもかかわらず眼科については相当の入院患者をもってございますが、小児科、産婦

人科につきましては、入院についてはゼロ、ここしばらく実績がございませんし、週１

回ないし２回というような診療日での外来でございますので、その患者数も非常に少な

い状態になってございますので、そこの部分については非常に収益的には少ない状態に

あろうというふうに考えてございます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

柴田勇雄君。 

 

１番（ 柴田勇雄君 ） 

まず事業運営の目標を掲げておりまして、４点ほど掲げておりますね。収益増加と経

営の効率化、人材確保・育成、サービスの向上と、こうなっているわけですが、その収

益の増加の部分では、この一般病床、現在60床の部分を50床にするというような文言

も入っているわけです。こういったような部分は、このような形になっていきますと、

また収益の部分についても大きく影響、左右されるのではないかなと思うのですが、こ

の一般病床の50床、10床分の削減についてはどのような現実的な対応をされていくの

か、まずお伺いいたしたいと思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

病院事務局長。 

 

病院事務局長（ 鳩岡修君 ） 

お答えします。一般病床今60床をもってございまして、19年度の先ほどお話があり

ましたように、病床利用率が60を割るというような状態でございまして、理想的な利
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用率と言われる70パーセントを確保できないでいるという部分でございますが、19年

度につきましては非常に、途中での医師の交替というような部分もありまして、大きく

減少したというふうに見てございまして、その前の部分、大体数年７割弱を、８割に到

達している年もありますが、維持しておりまして、若干その後も減少傾向にはございま

すが、ある程度の利用率は確保されていると。ただ、その中で60床をそのまま、70パ

ーセントを超えるような状態で維持できるというような、若干の今の不透明な部分があ

りますが、見通しにはならないというふうに考えてございまして、改革プランの中で適

正な病床数をどのくらいにするのかという部分については検討していくことというふ

うに考えてございます。先に県で示されました指針においても直接に減少、病床数の減

少を考えるべきというようなコメントにはなってございませんが、種別、あるいは病床

等についても検討するべきというふうな指針を出されておりますので、それを受けた形

での検討をしてまいりたいというふうに考えてございます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

柴田勇雄君。 

 

１番（ 柴田勇雄君 ） 

いずれ収支については大変厳しいものがございますので、よく中身を吟味しながら院

内でも、それからまた経営改善委員会の皆様とともにご指導いただきながらやっていか

なければ、また大変なことになっていきますよというふうなことをご指摘させていただ

きたいなと、このように思っております。 

それから次に、今現在岩手医大とか、こども病院とか、中央病院からの先生を派遣し

ていただいているようでございまして、大変有り難いことでございます。こういったよ

うなお医者さんをお願いする場合、どのような形態でお願いしているのか。契約のよう

な形でお願いしているのか。継続性は安定しているのか。そういったようなところをお

伺いしたいと思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

病院事務局長。 

 

病院事務局長（ 鳩岡修君 ） 

今診療応援をいただいております機関でございますが、岩手県立中央病院と岩手医

大、それから岩手愛児会が、機関としますとその三つでございまして、あと個人的にお

願いしているというような先生もございます。 

県立病院につきましては診療応援の依頼をいたしまして、病院との契約という形で年

度単位での契約をお願いしまして、診療応援をいただいております。岩手医大につきま

しても同様な形になりますが、岩手医大は個々のそれぞれの医局ごとにお願いするとい

うような形になってございます。あと愛児会につきましても中央病院と同様に、１年間

のお願いをいたしまして契約をしていただいて、お願いするというような形でございま
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す。あと土日等の当直が一緒になるのですが、時間をお取りいただける先生を直接にお

願いしているというような状態になってございます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

柴田勇雄君。 

 

１番（ 柴田勇雄君 ） 

先ほど医師の時間外勤務については触れていなかったように感じますけども、月に宿

直3.6回、日直2.3回というふうな話でございましたけども、葛巻病院の場合には県立

病院みたいに50何時間、あるいは100時間も超えるような実態というのはないのでご

ざいますか。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

病院事務局長。 

 

病院事務局長（ 鳩岡修君 ） 

超過勤務についてお答えいたしませんでしたので、失礼いたしました。まず常勤の先

生につきましては、基本的には管理職でございますので、超過勤務の確認といいますか、

記録はとってございませんが、当直の部分の、先ほどの回数の部分でもお話したのです

が、週に平日の部分でまず１日、あと土日に月に１回程度というような常勤の先生の当

直勤務になるのですが、それ以外の部分において夜間に勤務に入るという部分は、基本

的にはない状態になってございます。当直医の先生方がそれぞれ、その時間帯について

は当たっていただくというような形になってございます。応援いただいています先生方

については、急患があった時点等につきましては、その時間を確認しながら超過勤務を

お支払いするというような形になっております。中央病院の先生方についての対応でご

ざいます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

柴田勇雄君。 

 

１番（ 柴田勇雄君 ） 

そうしますと、県立病院のような形での超過勤務はないというようなことで理解して

よろしいですか。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

病院事務局長。 

 

病院事務局長（ 鳩岡修君 ） 

今夜間等の急患の部分ですので、非常に長時間にわたるという例は非常に少ないとい
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うふうに考えております。数分、10 分単位とかというような形での勤務。当直の範囲

での時間に止まる事例が通例かなというふうに考えてございます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

柴田勇雄君。 

 

１番（ 柴田勇雄君 ） 

それから医師確保の対策でございますが、努力はしているというふうな、そのような

先ほどの答弁でございます。そのとおりだとは思いますが、これがまた大変なわけでは

ございますけども、現時点では全く見込みがないというふうな認識をお持ちでしょう

か。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

病院事務局長。 

 

病院事務局長（ 鳩岡修君 ） 

年度に入ってからの医師確保の交渉経緯等について若干ご説明を申し上げます。全国

自治体病院協議会、あるいは岩手県、もしくは県国保連等、医師の紹介をしていただい

ている機関等を可能な限りお願いいたしまして、それらの情報を元に、あるいはそれ以

外の個々の情報等も含めまして８回程度ですか、数えてみましたら８回程度になるので

すが、９回ですね、くらいの方に接触した実績が出ております。その中でいろいろ条件

がございまして、それらの条件をクリアしていただけるような形で今対応しておる方も

ございます。すべて駄目でしたという状態にはない状態になってございます。以上です。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

柴田勇雄君。 

 

１番（ 柴田勇雄君 ） 

なんとなく答弁も寂しいような感じの答弁でございますが、町当局ではこういったよ

うな部分どのように、やはり常勤の医師が２人だけでございます。当然にその負担がか

かってくるわけでございますが、その部分についてどのような、もっともっと努力が必

要かと思われますが、こちらについては町当局の方から答弁をお願いいたしたいと思い

ます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

それでは医師確保についての対応につきましては、今事務局長の方からもお話申し上
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げましたが、先程来申し上げておりますように岩手医大、あるいは県立病院、さらには

県の医療国保課、あるいは国保連、自治体病院等に派遣要請をしながらここまで進めて

きておるところでございます。 

そういう中にいろいろな情報をいただきながらでございますが、今年に入りまして、

先ほども若干申し上げたわけでございますが、医師の確保に向けて今年度実際に10人

ほどに直接お会いをさせていただきながらお願いをして参ったところでございます。そ

ういう中で３人でございますが葛巻病院、あるいは医師住宅等も視察をしていただきな

がら、いろいろ施設等も視察していただきながら、紹介しながら、さらにお願いもして

きたところでございます。そういう中で現在２人の医師の方とは連絡を常に取りながら

来年の４月ということで、うちの方からはいろいろ、４月以降ということのお話になっ

ているわけでございますが、ぜひとも、こういう医師不足といいますか、こういう状態

にあるということ等をご理解いただきながら、そういう中での連絡を取らせていただい

ておりまして、懸命に医師確保に向けての努力をしておるところでございます。いずれ

今後さらに、そのほかにも町内の出身の先生を知っておられる方々ともいろいろ懇談を

しながら、情報提供をしていただき、あるいは指導をしていただいておるところでござ

いますが、そういう形の中に情報等をいただきながら懸命に努力をしてまいりたいと、

このように思っておりますのでご理解を賜りたいと思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

柴田勇雄君。 

 

１番（ 柴田勇雄君 ） 

医師確保については、やはり町独自の優遇施策も私は必要ではないのかなと思いま

す。そういったような部分はどのように考えておりますでしょうか。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

優遇施策につきましては、今回も人事院勧告等でも出ておりますが、初任給の調整手

当等、これは４月１日からということでございますので、３月議会等にご提案を申し上

げながら、そういう手当等の改善等も図ってまいりたいと、このように思っております。

もうひとつは、やはり医師確保におきましては、どうしても施設の老朽化、特に医師住

宅の老朽化が著しいということなどもございまして、いろいろご意見もいただいておる

ところでございます。そうした施設の改善等にも 善を尽くしていかなければならない

と、このように考えておるところでございます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

柴田勇雄君。 
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１番（ 柴田勇雄君 ） 

制度上の優遇措置ということではなく、町独自のというふうなことを、あえて申し上

げたいわけですが、その辺はどうでしょうか。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

基本的には公務員としての給料ということにはなるわけでございますが、今のように

なかなか確保が難しい状況にございますので、いろいろ交渉しながら、状況等を把握し

ながら、改善を図りながら対処してまいりたいと、このように思っているところでござ

います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

柴田勇雄君。 

 

１番（ 柴田勇雄君 ） 

いずれ医師の確保は病院の存続を左右する大きな問題でございますので、一層のご努

力を希望して私の質問を終わります。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

ここで午後１時30分まで休憩します。 

 

（ 休憩時刻 １２時１８分 ） 

（ 再開時刻 １３時３０分 ） 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を続けます。 

４番、小谷地喜代治君。 

 

４番（ 小谷地喜代治君 ） 

先に通告しております２件について質問いたします。 

１件目は行政改革大綱の進捗状況と、今後の見通しについて伺います。鈴木町長就任

後１年を経過し、また自ら策定した20年度予算の執行においても約４分の３が経過し

ましたが、自立のまちづくりを目指す中、自主財源に乏しく、地方交付税や補助金等に

頼る当町にあっては、行政改革の推進とその達成は重要な位置付けにあると思います。 

第４次葛巻町行政改革大綱では、平成17年度から平成21年度までの５か年間の行政

改革推進実施計画を定め、行政活動を根本から見直し、簡素化、効率化した行政運営体
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制の確立と行政運営の透明性の確保や、情報の共有化を一層推進することにより、町民

と行政による協働のまちづくりを進め、時代の変化に的確に対応していくとし、目的と

して町民参画と協働の推進、行政サービスの持続的と充実、自立を可能とする財政の健

全化の３点の目的を掲げ、この目的を実現するために行政改革に取り組んでおります

が、 終年度まであと１年余りとなり、また新年度予算の編成時期を迎え、その進捗状

況と今後の見通し等について、次の点について伺います。 

まず１点目は簡素で効率的な組織とするため、大課制およびフラット制を導入し、職

員の退職状況を勘案しながら、役場職員、役場組織の機構を見直し、体制目標を４課３

局と、職員数は152人以下にするとしておりますが、役場機構の見直しおよび職員数の

削減実績とその見通しについてどのように考えているのか伺います。 

２点目は限られた人員、財源で効率的な行政運営を行い、住民サービスに努めるため、

公共施設の指定管理や、学校給食センターなどの民間委託を行っておりますが、その実

績と見通しはどのようになっているのか。また、新たな施設での民間委託の考えはある

のかを伺います。 

３点目は地域と行政の橋渡し役として、地域担当職員制度が設けられ、地域の情報提

供と地域課題の把握に努め、行政運営の透明性の確保や情報の共有化を図っていると思

いますが、その活動状況はどのようになっているのか。また、新年度以降もこの制度を

継続していく意向なのか伺います。 

次に２件目でございますけども、農家経営の支援策について質問します。農家経営の

状況は、農業機械の燃料や配合飼料の価格がいくらか下がるものの、乳価が１キロ当た

り10円程度上がる見通しともありますが、まだまだ厳しい環境下にあります。この厳

しい状況を乗り切るために、適切な現状把握を行い早急な対策が不可欠と考えておりま

す。町においては本年１月に関係者、関係団体が連携し、情報の共有を密にし、緊急的、

持続的に対策を講じ農家経営の健全化を図るため、葛巻町農業生産資材・飼料価格等高

騰対策本部を設置したところであります。対応について努力を行っていただいていると

思いますが、十分な対応が行われているか疑問に感じる面もあります。そういった点か

ら２点について伺います。 

１点目は農家経営の現状把握はどのように行い、十分な把握が行われていると考えて

いるのか。また、関係者、関係団体が連携した情報の共有化についても、十分に共有化

が図られていると思っているのか伺います。 

また、２点目についてですが、支援策について今年度も実施をしており、その過程で

あり実績と効果の検証も必要と思われますが、今後の支援策についてどのように考えて

いるのか、この２点を伺います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

町長。 

 

町長（ 鈴木重男君 ） 

ただいまの小谷地議員の質問でございますが、１件目の行政改革の進捗状況と見通し
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についてのご質問に、まずお答えをいたします。第４次行政改革大綱、計画期間は平成

17 年から平成 21 年までの５年間でございますが、この中期財政見通し、約 12 億円の

財源不足の解消並びに自立可能なまちづくりの推進のため、平成17年度に策定したも

のでございます。数値目標といたしましては職員数と地方債残高の削減を掲げておりま

す。併せて同行改大綱が掲げる目標を達成するため93項目からなる行政改革推進実施

計画を定めているものでございます。平成19年度までの３年間の行革推進計画の実施

率は78.9パーセント、同期間の行政改革による財政効果の実績でございますが、３年

間で約895,000,000円、財政効果の計画に対する達成率でございますけども、107パー

セントとなっております。なお行革大綱と実施計画の内容、年度ごとの実施率や財政効

果等も含めた取り組み状況につきましてでございますが、毎年町民向けの予算書、広報

くずまき、町のホームページで個別の計画の実施状況も含めまして公表し、お知らせを

いたしておるところでございます。 

１点目の役場機構の見直し、および職員数の削減実績と見通しについてお答えをいた

します。役場の機構につきましては、変革の時代に対応できる行政基盤の確立を目標に

掲げ、限られた人員の中で施策の連携や業務の繁閑に柔軟に対応できる、簡素で効率的

な組織とするため見直しを進めてきたところでございます。平成17年４月の11課３局

体制から、平成18年４月には９課３局に、平成19年に４月には５課４局体制となって

現在に至っております。 

7年度と比較いたしますと、14課あった課、局を９課、局とし、五つを削減したとこ

ろでございます。このように、ほぼ目標に近い組織体制となっておりますが、組織のあ

り方については、今後さらにフラット制の導入と併せて検討していく考えであります。 

次に職員数の削減の状況ございますが、目標を平成22年４月までに41人の職員を削

減することを数値目標として、定員の適正化に取り組んできたところでございます。現

在職員数が160人となっております。平成17年度の193人に対し、既に33人の職員を

削減したところであり、平成22年４月の目標数値でございます152人は達成可能とい

うふうに考えております。 

２点目の公共施設の民間委託実績と、今後の民間委託予定についてのご質問にお答え

をいたします。公共施設の民間委託につきましては、これまで給食センターおよび葛巻

病院の調理部門の全面委託や、養護老人ホームの指定管理者制度への移行など、民間に

できることは民間にとの考えの基に積極的に進めてきたところでございます。今後の民

間委託の方向性でありますが、少子化からくる児童数の減少等から、保育所の運営につ

きましても効率化を早急に検討してまいりたい。そのように考えておりますし、また小、

中学校の用務員業務等につきましては、民間委託を進める方向で検討していく考えでご

ざいます。 

次に３点目の地域担当職員の活動状況と制度の継続の方向についてお答えをいたし

ます。ご案内のとおり当該制度は葛巻町総合計画で掲げた協働のまちづくりを推進する

ために、平成17年度に策定した協働のまちづくり推進指針に基づいて、平成18年５月

からスタートしている制度でございます。現在34のすべての自治会に地域担当職員を

配置いたしております。地域担当職員の役割といたしましては、地域と行政のパイプ役
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として各自治会の総会などに出席し、町の施策や補助事業等の情報提供を行いながら、

地域が抱えている課題を解決するための取り組みを支援するとともに、まちづくりに対

する提言や要望などの情報収集をする役割を担っております。スタート時点では、行政

経験が豊富な課長、室長級を中心に配置したところでございますが、平成19年度に一

部見直しを行いまして、現在は室長級始め係長、主任級の若手職員を配置いたしており

ます。 

地域担当職員を配置し今年度で３年目となるわけでございますが、これまでの活動状

況としては、自治会の総会や各種行事等に参加しながら情報提供を行うとともに、地域

づくりの補助事業などの相談に対応してきているところでございます。今後の地域担当

職員制度の継続についてのお尋ねでありますが、これまでの活動内容を総合的に評価し

た場合、自治会ごとに活動の差異は若干あるものの、地域担当職員の配置の意義はある

ものと考えております。そのようなことから当面継続してまいりたいというふうに考え

ております。 

２件目の農家経営の支援についてお答えをいたします。始めに農家経営の現状、関係

団体との情報交換が十分に行われているかというご質問でございます。ご案内のとおり

平成19年度から原油価格高騰などに伴う農業生産資材の高騰、中でも配合飼料、化学

肥料の高騰によって、農業を取り巻く環境は厳しさを増しております。特にも酪農を基

幹産業とする当町にとりましては、農家の経営状況はこれまでにない危機的な状況であ

ると、そのように認識をいたしております。 

このような中本年１月には関係機関、団体が中心となって、葛巻町農業生産資材・飼

料価格高騰対策本部を設置いたしたわけでございます。これまでに幹事会３回、委員会

２回を開催いたしました。その対策について検討、実施してきたところでございます。

本年度からデントコーン種子助成事業、育成牛預託助成事業を創設、草地造成および草

地更新等については９月議会において追加予算措置をお願いし、支援対策を実施してき

たところでございます。また、農家の経営診断が重要との考えから、岩手県畜産協会に

要請をいたしまして、農家個々の問題点を探るべく、経営診断事業を実施しているとこ

ろでございます。さらに去る７月に全酪農家を対象に実施いたしました行政に対する要

望事項の調査において、資金関係の要望が強かったことから、農業生産資材・飼料価格

高騰対策本部での検討結果を踏まえまして、現在新岩手農協が農業資材・飼料等高騰対

策の資金として、新規に貸し出す３年と５年の資金に対しまして利子補給をする方向で

現在進めております。今後とも関係機関、団体と連携し、情報交換を密にし、農業経営

を支援してまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願い申し上げます。 

次に今後の支援策についてでありますが、本年度から実施いたしましたデントコーン

種子助成事業、育成牛預託助成事業、草地造成、更新事業につきましては引き続き実施

して参る、そのように考えてございます。経営資金に関する支援もしっかりとしてまい

りたい、そう考えております。さらに土壌管理や家畜管理などの技術的な部分につきま

しては農協、あるいは農業改良普及センター等と連携を密にしながら支援して参る考え

でございます。現在原油価格が下落し、飼料価格は多少下落する傾向にはあるものの、

肥料価格につきましては引き続き高い状況が予想されるわけでございます。飼料分析や
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土壌診断、堆肥分析に基づいた効率的な施肥による経費の削減に取り組むことが重要で

あるというふうに考えております。これらのことを含め、今後とも農業生産資材・飼料

価格高騰対策本部において施策等の協議を踏まえ、必要な対策を講じ、町の基幹産業で

ございます農業の振興を図ってまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解を

賜りたいと存じます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

小谷地喜代治君。 

 

４番（ 小谷地喜代治君 ） 

行政改革大綱の部分についてですけれども、17年度から21年度ということで、来年

は 終年度ということで、まだ１年あるわけですが、それ以降フラット制、あるいは室

の統廃合等も考えているのかどうかお伺いします。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 野頭諭君 ） 

組織のことについてのご質問でございますけども、現在の行革大綱についてはご案内

のとおり21年度までということでございます。組織につきましては現在５課４局体制

ということで、先ほど町長が答弁を申し上げましたとおり、ほぼ目標の課、局に近づい

ているわけでございます。 

ただ、今の組織の中で検証すべきことは、室制度を導入したわけでございますけども、

これにつきましてはフラット制を見据えた組織ということで設定をしたものでござい

ます。フラット制についてはご案内のとおり、いわゆるピラミッド型の組織を、課長補

佐とかの部分を排除しながら平らかにする組織と、そして権限についても権限移譲を進

めるというふうなことで、決裁権なんかもある程度早めにできるようにというふうなも

のがフラット制というふうに言われてございます。 

ただ、他市町村で導入している部分を伺いますと、若干責任の所在が逆に不明確にな

る部分があるというふうな欠点もあるというふうに聞いてございます。現在室制の中に

係長を置いているわけでございますけども、その他市町村の導入例の課題等も検証しな

がら今後室制度、あるいはフラット制についても検討をしていかなければならないとい

うふうに考えてございます。いずれ現在の室制度で十分とは言えない部分がございます

ので、21年度で終わる現在の行革大綱を22年度以降についても、この中でさらに現在

の組織のあり方を検証しながら、より良い組織にしていきたいというふうに考えてござ

います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

小谷地喜代治君。 
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４番（ 小谷地喜代治君 ） 

21 年度以降もそういった部分については検証するというようなことですが、係、職

員も少なくなってきますと、住民サービスの低下にもつながらないのかというような不

安もあるわけですが、住々にして係、あるいは室といいますと、行政は縦割りの行政が

多いような気もします。そういった部分で横の連携といいますか、同じ事業でも大体が、

全員が分かっているような室の体制になればいいのではないかなというふうに思って

おりますが、そういった部分はいかがなものでしょうか。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 野頭諭君 ） 

住民サービスの低下が懸念されるというふうなことでございますけども、現在におき

ましても大きな事業等の場合は課を越えての横断的な協力体制、あるいは当然課におい

ても室を越えての協力体制を組んでございます。したがいまして、それらの特定課題に

ついては当然プロジェクトチーム的なものも設定する場合もございますし、通常の業務

についても特に大きな行事等が入った場合には横断的な、縦割り行政ではなく課の横の

連携を密にしながら、もちろん課にかかわる部分については課の域を越えた協力体制と

いうものを組みながら、住民サービスの低下にならないようにというふうに考えてござ

います。 

併せて窓口体制等につきましても、これまで住民サービスの低下にならないように、

総合窓口的な部分を設置したところでございますし、高齢者等が多い、役場に訪問する

場合の課題として２階に上がるのが、かなり不便、苦労しているというふうな部分もご

ざいまして、農業委員会事務局等についても１階フロアに移したというふうな部分もご

ざいます。これらも併せながら、住民サービスの低下にならないような組織体制を今後

とも考えてまいりたいというふうに考えてございます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

小谷地喜代治君。 

 

４番（ 小谷地喜代治君 ） 

次に職員の退職の部分についてですけれども、退職ということには２通りの退職があ

るのではということが考えられます。というのは普通の退職と、それから今行っている

退職勧奨というようなことがあるわけですが、退職勧奨は大体といいますか、いつごろ

まで続くのかお伺いしたいと思います。私ごとですけれども、ちょうど60というよう

なことで、本当に団塊世代というようなことですが、そういった部分も考えますと、何

年ころまでそういった部分が継続されるのかというようなことをお伺いします。 
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議長（ 中崎和久君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 野頭諭君 ） 

退職勧奨と定年退職の制度についてのご質問でございますけども、退職勧奨制度につ

いては昭和59年に設けた制度でございます。勧奨の対象者は45歳以上のもので、期間

を１年以上有するものということで、人事管理上勧奨を行うことが適当である場合に勧

奨するというふうなことでございます。これまで、昔は58歳を目途にやってきたわけ

でございますけども、ここ５年間ほどは59歳を対象に勧奨をしてきたものでございま

すけども、これにつきましては、いわゆる行革大綱の中で効率的な行政運営、人件費の

増加等も押さえるというふうな目的もありながら、職員のご協力をいただきながら実施

したわけでございますけれども、これらについても現在の行革大綱が21年で終わるわ

けでございますけれども、全体的な計画の中であるべき組織というふうな、全体的な組

織層の中で、それらも含めながら検討をしていくべき事項というふうに考えてございま

す。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

小谷地喜代治君。 

 

４番（ 小谷地喜代治君 ） 

それでは次に地域担当職員の部分でお伺いしますが、自治会とのパイプ役というよう

なことが仕事のようでございますが、例えば昨年はマイマイガが地域に大発生したわけ

ですが、例えばですけどもマイマイガを出しますが、そういった部分には自治会が中心

になってということになったのか。あるいはまた、行政とすれば担当職員を通じて地域

に情報を流したか。そういった部分をお聞きしたいと思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 入月俊昭君 ） 

一例として昨年度大発生をいたしましたマイマイガの実例でございますけれども、一

昨年ですか、衛生組合を自治会の方に移すという関係、納税組合を納税部会等々との検

討の中で、自治会の中に衛生を担当する部署の設置をお願いした経緯がございまして、

今回の件につきましては自治会組織の、そういう部会の皆さんにご協力をお願いして情

報を流し、または対策もお願いしたところでございます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

小谷地喜代治君。 
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４番（ 小谷地喜代治君 ） 

そうすると、例えば担当職員のパイプ役、あるいは地域から行政、行政から自治会と

いうようなことですが、どういったことが仕事されたのか、一例、二例でもよろしいの

でお知らせいただきたいと思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 野頭諭君 ） 

地域担当職員のこれまでの活動状況についてのご質問でございますけども、先ほど町

長が答弁した部分と重複する部分がございますけども、これまでの活動は総会などの会

議の出席、あるいは町からの情報提供を行うとともに、地域課題や要望等の情報を行っ

てきたところでございます。そのほかに総会等の資料の作成の手伝いなどが主なもので

ございます。特に 19 年度、20 年度、12 月現在の活動状況でございますけども、31 自

治会の総会、役員会に出席をしまして情報提供を行うとともに、課題、要望等の情報収

集を行ってきたところでございます。課題、要望については13件あったというふうに

報告を受けているところでございます。要望、意見等については道路の補修、あるいは

廃校校舎の屋根の補修、防火水槽の設置、あるいは集会所の水洗化、あるいは事業の紹

介、あるいは勉強会等への対応ということで、相談への対応や苦情処理、危険箇所への

看板設置などが20年度の情報収集、あるいは相談等に対応したものでございます。以

上でございます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

小谷地喜代治君。 

 

４番（ 小谷地喜代治君 ） 

13 件の内容というようなことですが、そうしますと、その担当職員がそういった部

分を自治会からの要望、要請というようなことで行政に話をし、そうすると自治会独自

では行政にはお願いをしなくてもいいというふうになるわけですが、自治会の活動の役

割とすればどのようにすればよろしいのですか。自治会であげなくても、担当職員があ

げてくれば、それはそれでいいというようなことで、取り上げていただけるものと思っ

てはおりますが、その考えはいかがですか。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 野頭諭君 ） 

担当職員の役割は、先ほども申し上げましたとおり地域のまちづくりへの提言、要望

などへの情報収集を主な役割としているわけでございまして、自治会活動そのものを、
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いわゆる担当職員が阻害するようなものではございませんで、自治会は自治会として、

活動するに当たっての様々な情報や知識を提言するような役割を果たすものであろう

かというふうに思います。要望収集をした部分について、自治会では黙っていればいい

というものでもございませんし、主体的に活動するのは自治会でございますので、あく

までもそれをお手伝いする役割を果たすものというふうに考えてございます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

小谷地喜代治君。 

 

４番（ 小谷地喜代治君 ） 

分かりました。次に新たな施設の民間委託予定についてですけれども、例えばいろい

ろと今まで民間委託をしてきているわけですけれども、保育園等の民間委託予定は考え

ておられないのかどうか。また、私から考えますと、少子化時代というふうに数年前か

ら言われておりますが、例えば幼稚園と保育園との、どちらがどちらになってもいいか

とは思いますが、一緒になって委託するというようなことはいかがなものかなというふ

うに思いますが、そういった部分はいかがでしょうか。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 野頭諭君 ） 

保育所等の民間委託の考えについてのご質問でございますけども、ご案内のとおり少

子化が急激に進んでいる中で、現在30人台の出生数というふうな状況の中で、保育園

の民間委託等は避けて通れないものというふうに認識をしてございます。これまで保育

所の民間委託等にかかわる部分につきましては、第一に地域住民、あるいは保護者の理

解を得ることが も大事であるというふうなことで、18年、19年度の２か年にわたり

まして、各保育園の保護者を中心に町の現状、少子化の現状と、町の財政状況等につい

て説明をしてきた経緯がございます。 

その中で特に冬部児童館については人数が大幅に減少しているというふうな中で、19

年度に何回か地域に入りながら懇談会を開催してきた経過もございます。したがいまし

て、先ほど町長が答弁申し上げましたように、民間委託はできる限りの部分については、

これまで進めてきたところでございますけども、今後は保育所、あるいは学校の用務業

務等がそれに当たってくるのかなというふうに思います。これらにつきましても、今後

も地域住民の理解を得ながら進めていかなければならないというふうに考えてござい

ます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

小谷地喜代治君。 
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４番（ 小谷地喜代治君 ） 

児童数が多くなる要素は到底考えられないわけでございますので、そういった部分は

次の段階というようなことになろうかと思いますけれども、考えていただきたいという

ふうに思います。 

それでは次ですけれども、役場内で職員が行っている、例えば観光協会や交通安全協

会など、一般的な事務をしている部分が、各課においてもあるのではというように思い

ます。行政の仕事というようなことにならないのではと、関連はありますが、ならない

のではというようなことも考えますときに、そういった部分の民間委託等も考えられな

いのか。そしてまた、数年前から観光客も年々増加しておりますので、観光協会等に委

託をして、町の視察の対応といいますか、案内といいますか、そういった部分もするこ

とによって、地域の活性化等にもつながるのではというような考えもあるのですが、そ

ういった部分はいかがでしょうか。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 野頭諭君 ） 

様々な民間団体等の事務局の体制についてのご質問でございますけども、我々が把握

している中では、様々な団体については町の職員が事務局をやっている部分がたくさん

ございます。基本的には任意の団体の組織につきましては、理想的にはそれぞれの団体

において事務を執行するというのが望ましい形態であろうというふうに思います。ただ

組織によっては弱小、表現が悪い部分もございますけども、弱小団体もございます。そ

ういう意味で、町の職員が代わって事務局をやっているというのが現状でございますけ

ども、極力団体の独自性を発揮した中で、事務局体制を組んでいくように指導をしてま

いりたいというふうに考えてございます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

小谷地喜代治君。 

 

４番（ 小谷地喜代治君 ） 

職員数も削減するというようなことですし、現在もしておりますので、そういった部

分をできるだけ自分たちで事務局といいますか、仕事をするような方向性に向けていた

だいて、本来の行政の仕事をしていただくというような考えはいかがでしょうか。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 野頭諭君 ） 

先ほども申しましたように任意の団体等につきましては、それぞれの団体が自らの判
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断で自ら事業実施できるような組織体制、事務局体制というのが望ましいものというふ

うに考えてございます。ただ一気にそれぞれの組織がすべてやるというのが難しい組織

もございますので、役場の職員が側面から応援しながら、その組織を盛り立てていくと

いうものも必要でございますので、 終的には理想的な組織にするように今後とも指導

等をしてまいりたいというふうに考えてございます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

小谷地喜代治君。 

 

４番（ 小谷地喜代治君 ） 

それでは行政改革というような観点から、日中、特に夏場というようなことでござい

ますけども、陽が照っている中で窓際のところや、それから庁舎内で誰もいないような

ところに、たまたま電気等がついているようなときもありますので、そういった部分に

ついても、できるだけといいますか、必ずといいますか、消していただくことの意識改

革が必要と思われますが、そういった部分よろしくお願いします。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 野頭諭君 ） 

ご指摘のとおり経常経費の削減というのは極めて大事なものというふうに考えてご

ざいます。ともすれば忘れがちな部分のご指摘でございますので、今後さらに経費の節

減、消灯等についてもきめ細やかな対応をするように、職員に対しましても指導をしな

がら、徹底をしてまいりたいというふうに考えてございます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

小谷地喜代治君。 

 

４番（ 小谷地喜代治君 ） 

それでは次に２件目に入らせていただきますけれども、２件目の農家経営の現状と把

握についてでございますが、２回、あるいは３回開催したという先ほどの答弁ですけれ

ども、それには関係者、あるいは団体等の役員、あるいはまた職員というようなことで、

農家の代表ということには、酪農部会の会長さん１人が入っているわけですが、そうし

たことによって本当に農家の現状を把握できたのかどうか疑問に思われますが、そうい

ったところはどう思っておられますか。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

農林環境エネルギー課長。 
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農林環境エネルギー課長（ 入月俊昭君 ） 

対策本部の構成員としては、そのような人員構成にさせていただいて、会議等を開催

させていただいておるわけでございますけれども、そのほか私どもも農家の方々に直接

お会いして情報を得ることもございますし、また関係団体は関係団体で情報を収集して

おるわけでございますが、そのほかに共進会のときの酪農家の方々がお集まりになると

きとか、若い人たちが集まるときとか、そういうところには意識をして、今農家の現状

の状況はどうなのだというようなこと等、また行政でやるべきことはどうなのだという

ようなこと等を情報交換をしてやっておるわけでございまして、対策本部としての会議

はそのようなことだったということで、常時情報の収集には鋭意努めながら対策を講じ

ようと思ってやっております。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

小谷地喜代治君。 

 

４番（ 小谷地喜代治君 ） 

２年間ということでございますので、あと１年以上あるわけですので、そういった部

分も考慮して十分な対策、そしてまた支援をしていただければというふうに思います。 

それで６月定例会での辰柳議員、あるいはまた柴田議員への答弁の中で、厳しい酪農

情勢を、個々の酪農家が自らの経営状況を把握し、経費削減を行うことが重要であり、

農協や普及センターなど、関係機関と連携して経営診断や、ミルキング診断事業に取り

組み、そしてまた個々の経営状況の課題等を把握し、営農対策を講じると答弁がありま

した。経営を把握するためには、正に診断が重要と思いますが、これまでの実施等はど

のようになっているのか。また、育成預託牛はどのくらいで、前年同期と比較して増え

ているのかどうか、どのようになっているのかお伺いします。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 入月俊昭君 ） 

酪農対策の基本となるべき情報の収集と、その対策というようなことでございますけ

れども、酪農家全戸を訪問いたしまして今の状況なり、経営診断なりの話を全戸にいた

しました。たまたま経営者の方にお会いできなかったり、不在になった方もあったわけ

でございますが、その後また出向いたり、なかなか会えないときは電話等でお伺いした

経緯もあるわけでございますけれども、いずれ全農家に当たると、そして一番の 先端

の情報と行政に対する要望をお聞きするというようなことに努めてまいりました。 

そのような中で技術的なものについては普及所さんなり何なりあるわけでございま

すけれども、ひとつ自分の経営を見直す。また、今からどうすればより良いものに向か

っていくかというようなことで、経営診断をお勧めいたしました。そのような中で初め

のころは６戸くらい手が挙がる情勢だったのですが、いろいろな質問を出したり、いろ
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いろやっているうちに、前年のデータの不足とか、難しそうだとか、そういうようなこ

とで、実質には今現在協会の方に正式に書類を出すといいますか、経営診断を行ってい

るのは、残念ながら３戸というようなことになってございます。 

そのような状況でございますけども、この件につきましては啓発を図りながら件数を

増やして、技術的な面プラス経営の面を数字なり、ほかの人から、専門家からのアドバ

イスを受けるというような機会を、ぜひとも多く作ってまいりたいと思っております。

それによりまして技術プラス経営が成り立てば、もっともっと足腰の強い農家群ができ

るのかなと思って期待をしております。 

もう１件、牛の預託の関係でございますけども、畜産開発公社に委託する実績が４月

から10月までで延べ97,046頭というような頭数になって、今退牧をして数字が変わっ

てくるわけでございますけれども、そのような状況になってございます。これは前年度

と比べてみますれば、10 月になるとかなり牛が動いたりするものですから、割と安定

している９月末期で数字を調べたものがございますので、ご答弁を申し上げたいと思い

ます。昨年度の９月末時点でございますけれども、周年で 29 戸 193 頭、夏季で 52 戸

417 頭、戸数が若干重複するかもしれませんが、総戸数で 81 戸、頭数で 610 頭という

ふうなものになってございました。それが今年の９月現在を見てみますと、周年が 21

戸 168頭、夏季放牧の分で51戸 379頭、合計で72戸 547頭が９月末期において預託が

なされ、町なり、農協なり、公社なりで助成をしながらやってまいりました。戸数で９

戸、頭数で63頭が減っているというような実績になっておりますけれども、総体的に

新規の方よりも若干戸数が減っているというようなこと等もあって、残念な結果ではご

ざいますけども、でも今の情勢等を考えれば、かなり農家の方々も頑張って経営に励ん

でおられるというようなこと等も考えられると思っております。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

小谷地喜代治君。 

 

４番（ 小谷地喜代治君 ） 

事業を起こしたから、あるいはそういったことで数字だけをお聞きしますと増えたと

いうことにはならないと思いますが、いろいろな諸事情によって農家戸数、あるいは頭

数も少なくなったというように感じておりますが、いずれにしても、それはまだまだ畜

産の町、酪農の町というようなことですし、また来年度も事業をするというようなこと

ですので、多分利用する農家がたくさん増えてくるものと思いますが、そういった部分

を十分に広報、あるいは情報等を発信しながら増頭に向けての、そしてまた事業を利用

するように、プラスにしていただければなというふうに思います。 

また、ミルキング診断等は例年農協等で、あるいはまた役場等もあるとは思いますけ

ども、診断をしておりますが、今は酪農家等の規模も大きくなっておりますので、ミル

ク屋さんといいますか、そういった業者の方々が毎月とか、定期的に検診に来ておりま

すので、そういった部分についてはそちらの方にお願いするというようなことでもいい

のかなというふうに思われます。 
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そういったことですが、昨日の今後の対策というようなことにもなろうかと思います

けれども、酪農の町ですので今年度も、そしてまた来年度も事業は続けていただきたい

と思いますが、昨日ですか、農協の野菜・花卉生産部会の葛巻中央支部の園芸実績検討

会がありました。価格の低迷により、前年度より野菜部門、花卉部門とも下回ったよう

です。それはマイマイガ等の発生というようなことも考えられるわけですが、そういっ

た部分を考えますと、農家全体にいくらかでも、どういった形ででも支援ができないも

のか。そしてまた、特にも先ほどの町長の答弁にもありましたように、なんとしても土

壌診断はした方がいいというふうに思います。肥料の高騰等もありますので、そういっ

た部分をきちんと分析をしていただいて、適正な資材管理をすることによって農家の所

得の向上といいますか、経費削減につながるのではということですが、そういった部分

をどのように思っているのかお伺いします。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 入月俊昭君 ） 

物価が上がった、肥料が上がった、という議論だけでは到底営農はできない。また、

そのようなものから脱却していかなければ強い農家はできてこないと思います。議員ご

指摘のとおりに私も思っておりますけども、ただ、いままで漠然と肥料をふって、ここ

ら辺はこのくらいふればいいなというのは、経営者であれば当然知っておるわけでござ

いますけれども、果たしてそれが適正かどうかということについては土壌診断をして、

この分は足りないよというようなもの等をはじき出しながら経営をしていくというの

が、今後非常に形態を強くしていく段階で必要だと思っております。 

また、県等でも土壌診断を積極的に進めておりますし、私どももぜひやって無駄のな

い、適正な経営をして、安心、安全なものを作っていただきたいというようなことを常

日頃思っておる次第でございます。昨日の中央支部の検討会、それ以前には先週ですか、

園芸、野菜関係の戦略会議、推進会議等々もあったわけでございますけれども、やはり

その席上等でも、市場関係者の方々からも、やはり安心、安全につながる産地をぜひと

も作ってほしいというようなこと等もありました。これは野菜、花、酪農、皆農業経営

に共通する事項であると思っております。ぜひとも皆さんから、そういう診断を受けて

営農に励んでいただきたいと思っております。私どもも努力をしたいと思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

小谷地喜代治君。 

 

４番（ 小谷地喜代治君 ） 

それでは 後になりますけれども、行政改革大綱、そしてまた農業経営の支援策につ

いて、いろいろお話申し上げましたけれども、 後になりますが今後21年度で終わる

わけですので、そういった部分も含め、今後の新しい事業といいますか、目標を来年度
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定めるのか。あるいはまた今後どういったようなことを考えているのか。町長、あるい

はまた副町長から答弁をいただいて私の質問を終わらせていただきます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

行財政改革、あるいは今の農家経営の支援対策ということの中で、今様々なお話がい

ろいろ出たわけでございますが、そういう中で、一つは行財政改革の分につきましては、

これまでもお話申し上げてまいりましたように21年度でその大綱、あるいは実施計画

というのが完了することになりますので、今後につきましても状況の変化といいます

か、そういったふうなものを的確に捉えながら、21 年度中に大綱の見直し、あるいは

実施計画を策定するという考え方でございますので、いろいろなご意見をいただきなが

ら、その適正な計画を立てて運営してまいりたいと、このように思っております。 

それから今回のえさ高騰対策等に係る中で、町内団体等との情報交換の部分が十分で

はなかったのではないかというような部分のご意見もいただきましたのでお話申し上

げますが、これにつきましては１月に対策本部、あるいは幹事会ということで設置しな

がら、各団体等との意見を集約しながら努めてきたところでございますし、もう一つは

７月に全戸の酪農家を現状調査、そしてまた意向調査ということでさせていただきまし

た。さらには酪農家の若い方々、あるいは乳牛同志会でございますが、私も参加いたし

ましたが、酪農懇談会ということで、その懇談会も開設しながら皆さんの意向、集約を

図ってきたところでございます。 

そういう中で、今回今年度の分については当初予算でデントコーン、あるいは草地改

良、草地更新、これらについての予算措置をしたところでございますし、さらにそうい

う要望を踏まえまして９月にも、その草地更新等に係る補正をしながら対策を講じてき

たところでございます。さらに国の方といたしましても、この酪農緊急経営対策という

ことで経産牛１頭当たり16,500円、あるいは追加で9,000円ということでございます

が、トータルで試算しますと130,000,000円ほど農家の方に交付されるという状況にご

ざいます。さらにはそういう状況の中で乳価が今度３月から10円値上げをする。さら

には１月から飼料価格が１トン当たり10,000円値下げするというような状況にもなっ

てきておりますので、そういう状況等をしっかりと動向を踏まえながら、適切な対応を

してまいりたいと、このように思っておりますのでご理解を賜りたいと思います。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

これで一般質問を終わります。 

以上で今日の日程は全部終了しました。 

今日はこれで散会します。ご苦労様でした。 

 

（ 散会時刻  １４時２９分 ） 


